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【課 題 】 マ イ ク ロ ク ラ ッ ク 等 に よ る ひ び 割 れ 等 の 破 損 を 防 ぐ と と も に 、 強 度 を 維 持 す る た め の 処 理 時 間
を 短 縮 化 し て 生 産 効 率 を 向 上 さ せ る こ と が で き 、 し か も 端 面 を 任 意 の 形 状 に 成 形 で き る 高 強 度 ガ ラ ス を
提 供 す る 。 【解 決 手 段 】 ガ ラ ス 板 1 の 両 面 に 強 化 層 2 を 形 成 し 、 切 断 部 4 を 除 〈 領 域 に 保 護 膜 3 を 形 成
す る 。 次 に 、 保 護 膜 3 で 覆 わ れ て い な い ガ ラ ス 板 1 の 切 断 部 4 に エ ッ チ ン グ 処 理 で 腐 食 さ せ た 凹 部 7 を
形 成 す る 。 そ し て 、 開 口 部 4 b に 切 断 機 8 b で 孔 を 開 け 、 周 縁 部 4 a を 切 断 機 8 a で 切 断 し て 個 片 化 さ
れ た 咼 強 度 ガ ラ ス 1 0 と し 、 ガ ラ ス 板 1 の 周 縁 端 面 1 a と 開 口 端 面 1 b に エ ッ チ ン グ 処 理 で 腐 食 さ せ た
内 側 面 1 2 と 機 械 加 工 で 切 断 さ れ た 外 側 面 1 3 と か ら な る 断 面 凸 型 の 段 付 部 1 1 を 形 成 す る 。 な お 、 段
付 部 1 1 の 端 面 は 機 械 加 工 の た め 任 意 の 形 状 に 加 工 す る こ と が 可 能 で あ る 。



明 細 書

発明の名称 ：

高強度ガラス、タツチパネル、及び高強度ガラスの製造方法

技術分野

[0001 ] 本発明は、強化ガラス、ガラス板、あるいは合わせガラスにおいて、ガラ

ス板を切断する際に発生するマイクロクラックゃチッビングによるひび割れ

等の破損を防ぎ、応力に対する強度を確保できるようにした高強度ガラス、

この高強度ガラスを用いたタツチパネル、及び高強度ガラスの製造方法に関

する。

背景技術

[0002] 近年、例えばスマー トフォン、タブレット型端末、力一ナビゲ一シヨン装

置等の電子機器において、タツチパネルを搭載 した製品が多く市販されてい

る。通常、タツチパネルはカバ一ガラスと静電センサ一を貼り合わせること

により構成されているが、このカバ一ガラスの特徴として、できる限り薄型

で、 しかも応力に対する強度の高いものが求められている。

[0003] このような強度の高いガラスとして、一般に強化ガラスが知られている。

強化ガラスとは、ガラス板の表裏面と周縁端面に圧縮応力層 （強化層）を設

けて 6 面強化 し、これにより通常のガラスに比べて強度を高め、ひび割れ等

の破損が起こりにくくしたものである。そして、この強化ガラスを利用して

カバ一ガラス等の部品を大量に製造する場合には、強化層を設けた大型のガ

ラス板を用意 し、このガラス板をホイールカッターやレーザ一等で切断して

、複数枚の個片化された強化ガラスを製造 している。

[0004] ところで、前記の方法によると、個片化された強化ガラスは切断後基板の

上下の 2 面強化となり、 6 面強化と比べ強度が極端に弱くなり、また切断面

に無数の細かな割れ目 （いわゆるマイクロクラックゃチッビング、以下 「マ

イク口クラック等」という。）が発生するため、このマイクロクラック等に

応力が集中するとひび割れ等の破損に繋がり、強化ガラスの強度を低下させ



る要因になっていた。そこで、従来は強化ガラスの強度を維持するために、

強化ガラスの切断面に薬液によるエツチング処理を施し、マイクロクラック

等を腐食させて取り除く作業を行っていた。

[0005] ところが、このエッチング処理は、個片化された強化ガラスの切断面 （ガ

ラス板の表面と裏面を除く側面4 面）すべてに対して極度のエツチング処理

を行わなければならず、また、使用する薬液の濃度を低くしているため、ェ

ツチング処理が完了してマイクロクラック等を取り除くまでに非常に長い時

間を要している。さらに、処理時間を短縮するために薬液の濃度を高くする

ことも考えられるが、この場合、危険を伴う上に、腐食反応が強く起こり、

エッチング処理を施した切断面に大きな凹凸が発生してしまう。このように

、従来の強化ガラスの製造方法によると、ガラス板を切断した後、強化ガラ

スの強度を維持するための処理に長い時間が掛かり、生産効率が大きく低下

するという問題があった。

[0006] なお、下記の特許文献 1 には、強化ガラスの応力による破損を防ぐ方法と

して、大型ガラス基板をエツチング処理した後に切断する方法が記載されて

いる。しかし、この方法によると、大型ガラス基板を切断した後、基板の端

部を研磨して基板の端部に残った突部を除去し、さらに基板の端面にエッチ

ング処理を施すものであり、除去工程や複数回にわたるエツチング処理を行

わなければならないため、やはり処理時間が長くなり、生産効率が悪くなつ

てしまう。

先行技術文献

特許文献
[0007] 特許文献1 ：特開2 0 1 1 _ 1 6 4 5 0 8 号公報

発明の開示

発明が解決しょうとする課題
[0008] 本発明は、前記のような問題を解決するためになされたものであり、その

目的とするところは、ガラス板を切断する際に発生するマイクロクラック等



によるひび割れ等の破損 を確実 に防 ぐとともに、 ガラス板 の強度 を維持する

ための処理時間を短縮化 して生産効率 を向上 させ ることにある。

課題を解決するための手段

[0009] 前記の 目的を達成 するため に、本発明の高強度 ガラスは、 ガラス板 の両面

に強化層が設 け られた強化 ガラス と、前記強化 ガラスの周縁端面又 は開 口端

面 に形成 された断面凸型の段付部 とを具備 し、前記段付部 は、 エ ッチ ング処

理 によ り腐食 させた内側面 と、機械加工 によ り切断 された外側面 とを備 えて

構成 されていることを特徴 とする。

[001 0] また、本発明の高強度 ガラスは、 ガラス板 と、前記 ガラス板 の周縁端面又

は開 口端面 に形成 された断面凸型の段付部 とを具備 し、前記段付部 は、 エ ツ

チ ング処理 によ り腐食 させた内側面 と、 機械加工 によ り切断 された外側面 と

を備 えて構成 されていることを特徴 とする。

[001 1] また、本発明の高強度 ガラスは、 ガラス板 同士 を接着 した合わせ ガラス と

、前記合わせ ガラスの周縁端面又 は開 口端面 に形成 された断面凸型の段付部

とを具備 し、前記段付部 は、 エ ッチ ング処理 によ り腐食 させた内側面 と、機

械加工 によ り切断 された外側面 とを備 えて構成 されていることを特徴 とする

[001 2] ここで、 エ ッチ ング処理 とは、薬液や ク リーム等のエ ッチ ング剤 を用いて

ガラスを腐食 させ る処理 をい う。 また、機械加工 とは、切削工具や工作機械

等 を用いてガラスを加工する処理 をいい、切断加工 と して、例 えばホイール

カ ッ ト、 レーザ一カ ッ ト、 ダイシ ングカ ッ ト等の方法が挙 げ られ る。

[001 3] 本発明の高強度 ガラスにおいて、前記段付部 の外側面 は湾曲状、糸面取 り

、 あるいはス トレー トに形成 されている構造 を採用することがで きる。 また

、本発明の高強度 ガラスを用いて、前記 ガラス板上 に導電膜及び絶縁膜 が設

け られたタ ツチパ ネル を製造することもで きる。

[0014] また、前記の 目的を達成 するため に、本発明の高強度 ガラスを製造する第

1 の方法 は、大型のガラス板 か ら個 片化 された複数枚 の高強度 ガラスを製造

する方法であ って、前記 ガラス板 の切断部 を除 く領域 に保護膜 を形成 するェ



程 と、前記保護膜で覆われていないガラス板の切断部に、ガラス板をエッチ

ング処理により腐食させた凹部を形成する工程 と、前記凹部が形成されたガ

ラス板を機械加工により凹部に沿って切断 し、切断されたガラス板の周縁端

面又は開口端面に断面凸型の段付部を形成する工程 とを有することを特徴 と

する。

[001 5] また、本発明の高強度ガラスを製造する第 2 の方法は、大型のガラス板か

ら個片化された複数枚の高強度ガラスを製造する方法であって、前記ガラス

板を機械加工により切断する工程 と、前記切断されたガラス板の周縁部又は

開口部を除 く領域に保護膜を形成する工程 と、前記保護膜で覆われていない

ガラス板の周縁部又は開口部に、ガラス板をエツチング処理により腐食させ

た断面凸型の段付部を形成する工程 とを有することを特徴 とする。

[001 6] なお、本発明の高強度ガラスの製造方法において、前記第 1 の方法におけ

る保護膜を形成する工程の前に、又は前記第 2 の方法における機械加ェによ

り切断する工程の前に、ガラス板の両面に強化層を形成する工程を有 してい

ても良い。また、前記第 1 の方法における保護膜を形成する工程の前に、又

は前記第 2 の方法における機械加工により切断する工程の前も しくは後に、

ガラス板同士を接着する工程を有 していても良い。さらに、本発明の高強度

ガラスの製造方法において、前記段付部を形成する工程の前又は後に、切断

された端面を湾曲状、糸面取 り、あるいはス トレー トに研磨する工程を有 し

ていても良い。

発明の効果

[001 7 ] 本発明によれば、切断後の高強度ガラスにおいて、ガラス板の周縁端面又

は開口端面に断面凸型の段付部を形成 し、エッチング処理で形成 した内側面

と機械加工で切断 した外側面という表面状態の異なる 2 つの側面を設けるよ

うに した。 これにより、高強度ガラスに対する応力はガラス板の両面に作用

して吸収され、 この面と隣接する段付部の内側面にはマイクロクラック等が

発生 しないように したので、マイクロクラック等を起点とするひび割れが生

じない。また、段付部の外側面に切断時のマイクロクラック等が発生 してい



た と しても、 ガラス板 の両面 に作用する応力は、 そ こか ら離れた外側面のマ

イク口クラ ック等 に集 中することはないため、強度 に対する影響 を及ぼさな

い と考 え られ る。

[001 8] したが って、本発明方法で製造 された高強度 ガラスによれば、 マイクロク

ラ ック等 によるひび割れ等の破損 を確実 に防 ぎ、応力 に対する強度 を確保 す

ることがで きるとい う効果がある。

[001 9] また、従来方法では、強化 ガラスの切断面すべてに対 してエ ッチ ング処理

を行 っていたが、本発明方法の場合 には、段付部 の外側面 はダイヤモ ン ド力

ッタ一等の切断機 で切断することによ り短時間で成形 することがで きる。

[0020] したが って、 ガラス板 を切断 した後、強度 を維持するための処理時間が大

幅 に短縮化 され、生産効率 を向上 させ ることがで き、 しかも段付部 の端面 は

機械加工のため任意の形状 に加工することがで きるとい う効果がある。

図面の簡単な説明

[0021 ] [ 図 1] 本発明に係 る高強度 ガラスを製造するためのガラス板 を示す平面図であ

る。

[ 図2] 本発明を強化 ガラスに適用 した高強度 ガラスの製造方法の一例 を説明す

る断面図である。

[ 図3] 図 2 の高強度 ガラスの段付部付近 を拡大 して示す断面斜視 図である。

[ 図4] 本発明を強化 ガラスに適用 した高強度 ガラスの製造方法の他 の例 を説明

する断面図である。

[ 図5] 本発明を素 ガラスに適用 した高強度 ガラスの製造方法の一例 を説明する

断面図である。

[ 図6] 本発明を素 ガラスに適用 した高強度 ガラスのベ ンデ ィング試験結果 を示

す グラフである。

[ 図7] 本発明を合わせ ガラスに適用 した高強度 ガラスの製造方法の一例 を説明

する断面図である。

[ 図8] 本発明を合わせ ガラスに適用 した高強度 ガラスの製造方法の他 の例 を説

明する断面図である。



発明を実施するための最良の形態
[0022] 以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照 しながら説明す

る。

[0023] 図 1 に示すように、本発明においては、薄型でかつ大型のガラス板 1 を使

用 し、この 1枚のガラス板 1 を個片化 して複数枚の高強度ガラス 1 0 ， 1 0

， が製造される。以下その製造方法を工程順に従って説明する。なお、以

下の説明で参照する図面においては、構造を分かりやすくするため、実際の

寸法比率とは異なり特徴的な部分を他の部分よりも拡大 して表 してある。

[0024] 図 2 ( a ) に示すように、まず薄型でかつ大型のガラス板 1 を用意する。

ガラス板 1 の板厚 T は特に限定されないが、薄型化の要請や加工性等を考

慮すると0 . 4 ~ 1 . O m m程度が好適である。また、ガラス板 1 のサイズ

は、例えば板厚 T 1 が 0 . 4 m mであれば 5 0 0 m m角、板厚 T が 0 . 7 m

mであれば 1 m角のものを使用することが可能であり、加工前のガラス板 1

のサイズは、取扱い性を考慮 して板厚 T 1 との関係で適宜決定される。

[0025] 次に、図 2 ( b ) に示すように、ガラス板 1 に強化層 2 を形成する。強化

層 2 の形成方法としては、イオン交換法 （イオン含有水溶液に浸潰 して圧縮

応力層を形成する方法）や、風冷強化法 （加熱後に空気を吹き付けて急冷す

ることにより圧縮応力層を形成する方法）を採用することができる。本実施

形態では、ガラス板 1 の表面と裏面の両面に強化層 2 を形成することにより

、通常のガラス材に比べてひび割れ等の破損が起こりにくく、その強度が高

められている。

[0026] 続いて、図 2 ( c ) に示すように、強化層 2 が形成されたガラス板 1 に保

護膜 3 を形成する。保護膜 3 は、後述のエッチング処理による腐食からガラ

ス板 1 を保護するためのもので、切断部 4 (幅おおよそ0 . 0 5 ~ 1 . 0 m

m程度）を除く領域に限定 して形成される。本実施形態では、切断部 4 とし

て、製品の輪郭となる周縁部 4 a と、スマー トフォンやタブレット用のタツ

チパネルにおいてマイクやホームボタンを避けるための開口部 4 b が設定さ

れている。



[0027] 保護膜 3 の形成方法 と しては、一般的なフォ トリソグラフィ技術 と同様 に

、 まず強化層 2 の表面にフォ トレジス ト （感光性樹脂）を均一に塗布 して乾

燥 させる。その後、切断部 4 を除 く領域 に露光孔 5 が形成 されたフォ トマス

ク 6 を被せ、 U V 光を照射することにより露光 してパターンを焼 き付ける。

そ して、焼 き付けたパターンをアルカ リ水溶液で現像 し、強化層 2 の上に保

護膜 3 をパターン形成すれば良い。保護膜 3 はガラス板 1 の表面 と裏面の両

面にパターン形成 されているが、図 2 ( c ' ) のように片面だけにパターン

形成 されていても良い。 この場合、反対面はベタ塗 りした保護膜 3 とする。

[0028] なお、保護膜 3 はエ ッチング処理後 に剥離する。 このため、 フォ トレジス

卜でパターン形成する構成 に代えて、剥離可能な保護シ一 卜を貼付 し、保護

シ一 卜をカツ 卜してパターン化する構成や、予めカツ 卜しておいたパターン

化された保護シ一 卜を貼付する構成や、 レジス 卜をパターン印刷する構成等

を採用 しても良い。

[0029] 次 に、保護膜 3 で覆われていないガラス板 1 の切断部 4 にエ ッチング処理

を施す。エ ッチング処理は、本実施形態ではフッ酸等の薬液 を浸透させて行

ぅゥエ ツ 卜エ ッチングを採用 した。 これにより切断部 4 に位置する強化層 2

とガラス板 1 が腐食 され、図 2 ( d ) に示すような所定深さの凹部 7 が形成

される。そ して、エ ッチング処理が完了 した後、不要になった保護膜 3 を強

アル力 リで剥離 して取 り除 く。

[0030] ここで、凹部 7 は、 ガラス板 1 の表面 と裏面の両面に形成 されているが、

図 2 ( d ' ) のようにいずれか一方の面だけに形成 されていても良い。すな

わち、図 2 ( c ' ) のようにパターン化された保護膜 3 を片面に形成 した場

合には、その片面だけに凹部 7 を形成するようにする。なお、凹部 7 の深さ

D は、 ガラス板 1 の板厚 T 1 や強化層 2 に応 じて、 5 ~ 5 0 m程度 にする

のが好ま しい。

[0031 ] 続 いて、図 2 ( e ) に示すように、凹部 7 が形成 されたガラス板 1 を機械

加工により切断する。切断方法 と しては、 まず周縁部 4 a について、 ダイヤ

モン ドカッター、超硬合金製のホイールカッター、あるいは レーザ一やダイ



ャモン ドツール等の切断機 8 ( 8 a ) を使用 して、ガラス板 1 を凹部 7 の中

心に沿って切断 し、複数枚の高強度ガラス 1 0 ， 1 0 ， に個片化する。次

に開口部 4 b について、ダイヤモン ドコア ドリルやサークルカッター等の切

断機 8 ( 8 b ) を使用 して、ガラス板 1 の凹部 7 に孔を開ける。ここで、周

縁部 4 a と開口部 4 b の加工順序はどちらが先でも良く、開口部 4 b の孔を

開けた後に周縁部 4 a を切断 して個片化することもできる。こうして切断さ

れた高強度ガラス 1 0 は、図 2 ( f ) に示すように、ガラス板 1 の周縁端面

a と開口端面 1 b に断面凸型の段付部 1 1 を有する形状に成形される。

[0032] なお、段付部 1 1 の幅Wは、あまり長いとガラス強度が弱くなり、逆に短

すぎると切断時に段差部分を傷つけて しまい強度を確保できないため、好ま

しくは 5 0 ~ 5 0 0 m程度とするのが良い。

[0033] 最後に、段付部 1 1 を研磨する仕上げ処理を施 しても良い。この仕上げ処

理は、高強度ガラス 1 0 を固定 し、加工面が湾曲 した回転砥石 9 ( 9 A ) を

送り込みながら研磨することにより、段付部 1 1 の端面を湾曲状に成形する

のが好ましい。

[0034] なお、使用する回転砥石 9 ( 9 A ) は、 # 8 0 0 程度の細かい粒度のもの

が好適である。また、湾曲用の回転砥石 9 ( 9 A ) に代えて、糸面取り用の

回転砥石 9 ( 9 B ) やス トレー ト用の回転砥石 9 ( 9 C ) を使用 して、糸面

取りゃス 卜レ一 卜に加工 しても良く、任意の形状に成形することができる。

[0035] 以上のようにして製造された高強度ガラス （強化ガラス） 1 0 は、ガラス

板 1 の周縁端面 1 a と開口端面 1 b に所定幅の段付部 1 1 が形成されている

。この段付部 1 1 は、図 3 に示すように、内側面 1 2 と外側面 1 3 の 2 つの

側面を有 しているが、両側面は前記のとおり形成方法が異なることから、そ

の表面状態が相違 したものとなる。すなわち、内側面 1 2 はエッチング処理

により形成されたものであり、ガラス板 1 をフッ酸等の薬液で腐食させた表

面となるため、マイクロクラック等のような、ひび割れ等の原因となる傷は

—切発生 しない。これに対 して、外側面 1 3 はダイヤモン ドカツタ一等の切

断機 8 により形成されたものであり、ガラス板 1 を機械加工で切断 した表面



となるため、マイクロクラック等の細かい傷が発生 している可能性がある。

[0036] しか し、高強度ガラス 1 0 に対する応力は、ガラス板 1 の両面 （強化層 2

が形成されている面）に作用 して吸収されるため、 この面 と隣接する段付部

の内側面 1 2 にマイクロクラック等が存在 しなければマイクロクラック

等を起点とするひび割れは生 じない。 また、段付部 1 1 の外側面 1 3 にマイ

クロクラック等が存在 していても、そのクラック等が少な くとも内側面 1 2

にまで及んでいなければ、ガラス板 1 の両面に作用 した応力がそこか ら離れ

た外側面 1 3 のマイクロクラック等に集中することはな く、強度に対 して悪

影響を及ぼすことはないものと考えられる。

[0037] したがって、本発明方法で製造された高強度ガラス 1 0 によれば、マイク

口クラック等によるひび割れ等の破損を確実に防ぎ、応力に対する強度を確

保することができる。

[0038] また、本発明方法によれば、ガラス板 1 を切断 した後、高強度ガラス 1 0

の強度を維持するための処理時間を短縮化できるという効果もある。すなわ

ち、従来方法では、強化ガラスの切断面 （ガラス板 1 の表面 と裏面を除 く側

面 4 面）すべてに対 してエッチング処理を行 っていたが、本発明方法の場合

には、エッチング処理を切断部 4 付近に行えば良いため、従来方法に比べて

処理面積が圧倒的に少な くて済む。 また、段付部 1 1 の外側面 1 3 はダイヤ

モン ドカツタ一等の切断機 8 で切断することにより短時間で成形することが

できる。

[0039] したがって、強度を維持するための処理時間が大幅に短縮化され、生産効

率を向上させることができる。 しかも、段付部 1 1 の外側面 1 3 は機械加工

のため、図 3 ( a ) の湾曲形状、図 3 ( b ) の糸面取 り形状、図 3 ( c ) の

ス トレ一 卜形状などの任意の形状に加工することが可能である。

[0040] なお、前述 した製造方法では、ガラス板 1 にエッチング処理を施 した後に

切断 して個片化 したが、 これに代えて、ガラス板 1 を切断 して端面加工を施

した後にエツチング処理を施す方法を採用 しても良い。

[0041 ] その方法を図 4 に基づいて説明すると、 まず図 4 ( a ) に示す大型のガラ



ス板 1 の両面に、図4 ( b ) に示す強化層 2 を形成する。その形成方法は、

前述 した方法と同様に、イオン交換法や風冷強化法を採用することができる

。この強化層 2 は、ガラス板 1 の両面に形成する。

[0042] 次に、図4 ( c ) に示すように、強化層 2 が形成されたガラス板 1 を機械

加工により切断する。切断方法としては、まず周縁部 4 a について、ダイヤ

モン ドカッター、超硬合金製のホイールカッター、あるいはレーザ一やダイ

ャモン ドツール等の切断機 8 a を使用 して、製品の外形となる切断部 4 a に

沿って切断 し、複数枚の高強度ガラス 1 0 ， 1 0 ， に個片化する。次に開

口部 4 b について、ダイヤモン ドコア ドリルやサークルカッター等の切断機

8 b を使用 して、ガラス板 1 に孔を開ける。ここでも、周縁部 4 a と開口部

4 b の加工順序はどちらが先でも良く、開口部 4 b の孔を開けた後に周縁部

4 a を切断 して個片化することもできる。

[0043] 続いて、図4 ( d ) に示すように、切断されたガラス板 1 の周縁部 （幅 5

0 ~ 5 0 0 m程度）と開口部を除く領域に保護膜 3 を形成する。その形成

方法は、前述 した方法と同様に、フォ トレジス トを塗布 して乾燥させた後、

露光孔 5 が形成されたフォ トマスク6 を被せ、露光、現像 してパターン形成

するフォ トリソグラフィ技術や保護シ一 卜貼付やレジス 卜印刷等を採用すれ

ば良い。この保護膜 3 もまた、ガラス板 1 の両面に形成する。

[0044] 図 4 ではガラス板 1 として大型のガラス板 （大板）を使用 したが、大板で

なくても良く、個片化された小型のガラス板 （小板）を使用することもでき

る。また、大板を個片化 した後に図4 ( d ) で保護膜 3 を形成 したが、図4

( b ) に示す大板の時点で保護膜 3 を形成 しても良い。さらに、大板シ一 卜

以外にも、個片化 した後、保護シ一 卜を貼付するかレジス 卜をパターン印刷

して保護膜 3 を形成 しても良い。

[0045] 次に、図4 ( e ) に示すように、切断された端面を湾曲状や糸面取りゃス

トレ一 卜に研磨する仕上げ処理を施 しても良い。

[0046] そ して、端面を研磨する仕上げ処理を施 した後に、保護膜 3 で覆われてい

ないガラス板 1 の周縁部と開口部にエッチング処理を施す。エッチング処理



も前述 した方法 と同様 に、 フッ酸等の薬液 を浸透させるゥエ ツ 卜エ ッチング

により行 う。 これによりガラス板 1 の周縁部 と開口部では、強化層 2 とガラ

ス板 1 が腐食 され、 この処理 をガラス板 1 の両面に施すことで、図 4 ( f )

に示すような断面凸型の段付部 1 1 が形成 される。

[0047] なお、図 4 では端面を研磨する仕上げ処理の後 にエ ッチング処理 を施 して

段付部 1 1 を形成 したが、 これ とは逆に、エ ツチング処理 により段付部 1 1

を形成 した後、最後 に端面を研磨する仕上げ処理 を施 しても良い。つまり、

仕上げ処理 とェ ッチング処理の順序はどち らが先でも構わない。

[0048] 以上の方法により製造された高強度 ガラス （強化ガラス） 1 0 もまた、 ガ

ラス板 1 の周縁端面 1 a と開口端面 1 b に所定幅の段付部 1 1 が形成 される

。 この段付部 1 1 は、図 3 に示 したように、エ ッチング処理 により腐食 させ

た内側面 1 2 と、機械加工により切断された外側面 1 3 とを備えて構成 され

ているため、前述 した理由により、マイクロクラック等によるひび割れ等の

破損 を確実に防ぎ、応力に対する強度 を確保することができる。

[0049] 以上説明 した実施形態では、 ガラス板 1 の両面に強化層 2 が設けられた強

化ガラスに本発明を適用 したが、本発明は素ガラスに適用 しても強度 を高め

る効果が得 られる。 ここで、素ガラスとは、強化層が設けられていないガラ

スのことをいう。

[0050] 素 ガラスに適用する場合には、 まず図 5 ( a ) に示すソーダガラスやホウ

ケィ酸 ガラス等のガラス板 1 の両面に、図 5 ( b ) に示すように切断部 4 (

4 a , 4 b ) を除 く領域 に保護膜 3 を形成する。次に、保護膜 3 で覆われて

いないガラス板 1 の切断部 4 にエ ッチング処理 を施 し、図 5 ( c ) に示すよ

うな所定深さの凹部 7 を形成する。エ ッチング処理が完了 した後、不要にな

つた保護膜 3 を強アルカ リで剥離 して取 り除 く。そ して、図 5 ( d ) に示す

ように、両面に凹部 7 が形成 されたガラス板 1 の開口部 4 b に切断機 8 b で

孔を開け、周縁部 4 a を切断機 8 a で切断する。最後 に、図 5 ( e ) に示す

ように、段付部 1 1 を研磨する仕上げ処理 を施 しても良い。

[0051 ] なお、 ガラス板 1 にエ ッチング処理 を施 した後 に切断 したが、 これに代え



て、ガラス板 1 を切断 して端面加工を施 した後にエッチング処理を施 しても

良い。

[0052] このようにして製造された高強度ガラス （素ガラス） 1 0 は、ガラス板 1

の周縁端面 1 a と開口端面 1 b に所定幅の段付部 1 1 が形成されるため、前

述 した理由により、マイクロクラック等によるひび割れ等の破損を確実に防

ぎ、応力に対する強度を確保することができる。本発明者がベンディング試

験を行ったところ、図 6 に示すように、強化処理を施 していないソ一ダガラ

スに比べ、本発明による端面凸加工仕上げの強化処理を施 したソ一ダガラス

は、その強度が約 2 ~ 5 倍向上することが判明 した。

[0053] また、本発明は、素ガラスだけでなく、合わせガラスに適用 しても強度を

高める効果が得 られる。ここで、合わせガラスとは、ガラス同士を貼 り合わ

せたものをいう。その形態としては、 （1 ) 素ガラス同士を貼 り合わせたも

の、 （2 ) 強化ガラス同士を貼 り合わせたもの、 （3 ) 素ガラスと強化ガラ

スを貼 り合わせたもの、の 3 つの形態が考えられる。

[0054] 合わせガラスに適用する場合には、まず図 7 ( a ) に示すように、 2 枚の

ガラス板 1， 1 を用意する。ガラス板 1 の板厚 T 2 は特に限定されないが、

0 . 0 3 0 . 3 m m程度の薄型のものから、携帯電話機用ガラスであれば

0 . 3 0 . 5 m m程度、更には車載用ガラスや防犯ガラス等であれば 1 .

0 m mを超えるミリ単位の厚型のものまで幅広 く使用することができる。

[0055] 次に、 2 枚のガラス板 1， 1 を接着する。接着方法としては、ガラス板 1

， 1 の間に、一般的な接着剤や熱硬化接着剤、又は熱硬化フイルム、 U V 接

着剤、 U V樹脂シ一 卜等の中間膜 1 4 を挟み、才一 卜クレープ内で加熱処理

するか、又は加熱 加圧処理することにより接着する。使用する中間膜 1 4

の膜厚 T 3 は、 2 0 ~ 2 0 0 m程度が好適である。

[0056] 続いて、図 7 ( b ) に示すように、合わせガラスの両面に切断部 4 ( 4 a

，4 b ) を除く領域に保護膜 3 を形成する。あとは前述 した実施形態と同様

に、エッチング処理により凹部 7 を形成 した後で保護膜 3 を取り除き （図4

( c ) ) 、開口部 4 b に切断機 8 b で孔を開け、周縁部 4 a を切断機 8 a で



切断する （図4 ( d ) ) 。最後に、段付部 1 1 を研磨する仕上げ処理を施 し

ても良い （図4 ( e ) ) 。

[0057] なお、図 7 では大型のガラス板同士を接着 したが、これに代えて、個片化

されたガラス板同士を接着 しても良い。すなわち、図 8 ( a ) に示すように

大型のガラス板 1 を切断 し、図 8 ( b ) のように個片化された小型のガラス

板 1， 1 の間に中間膜 1 4 を挟んで接着する。この場合、図 7 で説明 した凹

部 7 を形成する工程は省略することができる。 したがって、図 8 ( c ) に示

す孔開け加工と図 8 ( d ) に示す端面を研磨する仕上げ処理を施 した後、保

護膜 3 を形成 し、エッチング処理を施すことによって図 8 ( e ) に示すよう

に断面凸型の段付部 1 1 を形成すれば良い。

[0058] このようにして製造された高強度ガラス （合わせガラス） 1 0 は、ガラス

板 1 の周縁端面 1 a と開口端面 1 b に所定幅の段付部 1 1 が形成されるため

、前述 した理由により、マイクロクラック等によるひび割れ等の破損を確実

に防ぎ、応力に対する強度を確保することができる。また、本実施形態の高

強度ガラス 1 0 によれば、ガラス板 1， 1 の間に中間膜 1 4 が設けられてい

るので、耐衝撃性に優れるとともに、万が一ガラス板 1 が割れた時でもガラ

スの破片が飛び散 らないので安全である。

産業上の利用可能性

[0059] 本発明による高強度ガラスは、スマー トフォン、 タブレット型端末、力一

ナビゲ一シヨン装置等のタツチパネル式の電子機器の部品として利用するこ

とができる。例えば、高強度ガラスの片面に透明導電膜と絶縁膜を積層 した

静電容量式タツチパネルや、あるいは高強度ガラスの周縁部に加飾層を設け

たカバ一ガラス等として利用することができる。更には、本発明を合わせガ

ラスに適用すれば、車載用ガラスや防犯ガラス等の大型のガラスとして利用

することも可能である。

符号の説明

[0060] ガラス板

2 強化層



. · ·保護膜

. · ·切 断部

- · ·露光孔

. フ 才 卜マ ス ク

- " 凹部

. · ·切 断機

. · ·回転砥石

. " 高 虽度 ガ ラ ス

- · ·段付部

- · ·内側面

. · ·外側面

. · ·中間膜



請求の範囲

ガラス板の両面 に強化層が設 け られた強化 ガラスと、

前記強化 ガラスの周縁端面又は開口端面 に形成 された断面凸型の段

付部 とを具備 し、

前記段付部 は、エ ッチ ング処理 によ り腐食 させた内側面 と、機械加

ェ によ り切断された外側面 とを備 えて構成 されていることを特徴 とす

る高強度 ガラス。

ガラス板 と、

前記 ガラス板の周縁端面又は開口端面 に形成 された断面凸型の段付

部 とを具備 し、

前記段付部 は、エ ッチ ング処理 によ り腐食 させた内側面 と、機械加

ェ によ り切断された外側面 とを備 えて構成 されていることを特徴 とす

る高強度 ガラス。

ガラス板同士を接着 した合わせガラスと、

前記合わせガラスの周縁端面又は開口端面 に形成 された断面凸型の

段付部 とを具備 し、

前記段付部 は、エ ッチ ング処理 によ り腐食 させた内側面 と、機械加

ェ によ り切断された外側面 とを備 えて構成 されていることを特徴 とす

る高強度 ガラス。

前記段付部の外側面が湾曲状、糸面取 り、あるいはス トレ一 卜に形

成 されていることを特徴 とする請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項 に記載の

高強度 ガラス。

請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項 に記載の高強度 ガラスの前記 ガラス板

上 に導電膜及び絶縁膜が設 け られていることを特徴 とするタツチパネ

ル。

大型のガラス板か ら個 片化 された複数枚の高強度 ガラスを製造する

方法であ って、

前記 ガラス板の切断部 を除 く領域 に保護膜 を形成する工程 と、



前記保護膜で覆われていないガラス板の切断部 に、 ガラス板 をエ ツ

チ ング処理 によ り腐食 させた凹部 を形成する工程 と、

前記凹部が形成 されたガラス板 を機械加工 によ り凹部 に沿 って切断

し、切断されたガラス板の周縁端面又は開口端面 に断面凸型の段付部

を形成する工程 とを有することを特徴 とする高強度 ガラスの製造方法

大型のガラス板か ら個 片化 された複数枚の高強度 ガラスを製造する

方法であ って、

前記 ガラス板 を機械加工 によ り切断する工程 と、

前記切断されたガラス板の周縁部又は開口部 を除 く領域 に保護膜 を

形成する工程 と、

前記保護膜で覆われていないガラス板の周縁部又は開口部 に、 ガラ

ス板 をエ ッチ ング処理 によ り腐食 させた断面凸型の段付部 を形成する

工程 とを有することを特徴 とする高強度 ガラスの製造方法。

請求項 6 に記載の保護膜 を形成する工程の前 に、又は請求項 7 に記

載の機械加工 によ り切断する工程の前 に、 ガラス板の両面 に強化層 を

形成する工程 を有することを特徴 とする請求項 6 又 は 7 に記載の高強

度 ガラスの製造方法。

請求項 6 に記載の保護膜 を形成する工程の前 に、又は請求項 7 に記

載の機械加工 によ り切断する工程の前 も しくは後 に、 ガラス板同士を

接着する工程 を有することを特徴 とする請求項 6 又 は 7 に記載の高強

度 ガラスの製造方法。

前記段付部 を形成する工程の前又は後 に、切断された端面 を湾曲状

、糸面取 り、あるいはス トレー トに研磨する工程 を有することを特徴

とする請求項 6 ~ 9 のいずれか 1 項 に記載の高強度 ガラスの製造方法
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国際調査報告 国際出願番号 P C T / J P 2 0 1 2 / 0 5 8 8 3 5

第 Π欄 請求の範囲の一部の調査ができない ときの意見 （第 -ジ の 2 の続き）

法第 8条第3項 （P C T 17条 （2) (a) ) の規定によ り、 こ の 国際調査報告 は次の理 由に よ り請求の範 囲の一部 について作
成 しなかった。

1 . 請求項 は、この国際調査機 関が調査 をす ることを要 しない対象 に係 るものである。
つま り、

2 . 請求項 は、有意義な国際調査 をす ることができる程度まで所定の要件 を満
ない国際出願 の部分に係 るものである。つま り、

請求項 は、従属請求の範囲であって P C T 規則 6. 4 (a) の第 2 文及び第3文の規定に
従って記載 されていない

第 欄 発明の単一性が欠如 しているときの意見 （第 -ジ の 3 の続 き）

次に述べ るよ うにこの国際出願 に二以上の発明があるとこの国際調査機 関は認 めた。
請求項 7 に係 る発 明は、請求項 1 , 2 に係 る発 明 と発 明のカテ ゴ リーが異なる。また、請求

項 7 に係 る発 明は、切断後にエ ッチ ング処理 を行 ってお り、切断面全体がエ ッチ ング処理 され
るか ら、請求項 1 , 2 の 「機械加工によ り切断 された外側面 とを備 え」を満 た さず、請求項 1 ,
2 に係 る発 明の製造方法ではない。そ うす ると、請求項 7 に係 る発 明は、請求項 1 , 2 に係 る
発 明 と、同一の、又は、対応す る技術的特徴 を有 さず、発 明の単一性 の要件 を満 た さない。

請求項 1 , , 4 - 6 , 1 0 に係 る発 明が主発 明である。

出願人が必要な追加調査手数 期間内に納付 したの で 、 この 国際調査報告は、すべての調査可能な請求
項について作成 した。

2 . 追加調査手数料 を要求す るまでもなく、 調査可能な請求項について調査す るこ とが で き た の で 、追加調
查手数料の納付 を求めなかった。

3 . 出願人が必要な追加調査手数料 を一部のみ しか期間内に納付 この国際調査報告は、手数料の納
付のあった次の請求項のみについて作成 した。

4 . 出願人が必要な追加調査手数料 を期間内に納付 しなかったの で 、 この 国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されてい る発明に係 る次の請求項について作成 した。

追加調査手数料の異議の申立てに関す る注意
□ 追加調査手数料及び、該当す る場合には、異議 申立手数料の納付 と共に、出願人か ら異議 申立てがあった。

追加調査手数料の納付 と共に出願人か ら異議 申立てがあつたが、異議 申立手数料が納付命令書に示 した期間
内に支払われなかった。

追加調査手数料の納付はあったが、異議 申立てはなかった。
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